
【　　世羅町　　】

区分 項目 事業名 内　　　容 参考サイト 問合せ先

住まい 空き家バンク
世羅町空き家・　　　　
空き地バンク事業

◆世羅町内の空き家・空き地を有効活用し、本町への移住促進を
図る。

http://sera-
ijyu.com/house/

世羅町 企画課　
  TEL：0847-22-3206

住まい 新築・購入助成
世羅町移住者等
住宅支援事業

◆移住者等の住宅取得に係る費用の一部を助成（最大１００万円
を助成）。対象は新築、空き家の購入及び空き地への新築。

https://www.tow
n.sera.hiroshima.j
p/soshiki/17/75.
html

世羅町 企画課　
  TEL：0847-22-3206

住まい 改修費等助成
世羅町住宅
リフォーム補助事業

◆リフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金
を交付。リフォームに要する費用の１０分の１に相当する額で、一
般世帯は３０万円限度、３世代同居の場合は５０万円が限度。

世羅町 建設課　
  TEL：0847-22-5309

住まい 家賃助成
子育て家庭家賃
補助事業

◆町内の民間賃貸住宅に居住する小学6年生までの児童を養育
する世帯に対し、家賃の一部（月額10,000円を上限）を助成。(家
賃から4万円を差し引き最大1万円を助成）要件あり。

https://www.tow
n.sera.hiroshima.j
p/soshiki/11/344
.html

世羅町 子育て支援課　
  TEL：0847-25-0295

住まい お試し住宅
世羅町移住体験事
業(お試し住宅）

◆本町への移住希望者が、本町での生活を体験するため、短期
居住できるお試し住宅を設置。

https://www.tow
n.sera.hiroshima.j
p/soshiki/17/66.
html

世羅町 企画課　
  TEL：0847-22-3206

住まい その他
飲用水施設整備
補助事業

◆水道がない地域で、生活用水を確保するため新しくボーリング
等をおこなう場合に、その経費の一部を助成。1/2助成　限度額あ
り。

世羅町 上下水道課　
  TEL：0847-22-1189

住まい その他
浄化槽設置整備補
助事業

◆下水道の整備区域以外の区域で、居住用の住宅に合併処理浄
化槽を設置する場合に、その経費の一部を助成。

世羅町 上下水道課　
  TEL：0847-22-1189

働く
農林水産業就
業

世羅農業人財育成　　　
支援事業

◆町内で就農を希望する概ね４５歳以下の方を対象に町内先進農家で１
～２年間研修を受け、必要な農業技術等を習得するための研修費を助
成。（国の制度（☆新規就農者育成総合対策(就農準備資金）と合わせて
支援）（研修助成　２５千円/月　家賃助成１０千円/月）

https://sera-
ijyu.com/work/

世羅町 産業振興課　
  TEL：0847-22-5304

働く
農林水産業就
業

世羅町
ニューファーマー
支援事業

◆60歳以下で、事業完了後おおむね1年以内に事業を継承する
後継者を雇用する認定農業者に、月額125千円（最長3年）を助
成。

https://sera-
ijyu.com/work/

世羅町 産業振興課　
  TEL：0847-22-5304

働く 就職支援
若年者遠距離
通勤助成事業

◆35歳未満の若年者が、片道27㎞以上の就労先へ月15日以上
通勤する方に対する助成。月額5,000円。

https://www.tow
n.sera.hiroshima.j
p/soshiki/17/305
1.html

世羅町 企画課　
  TEL：0847-22-3206

働く 起業支援 新規創業支援事業
◆創業時にかかる費用を最大５０万円助成。（補助率1/2　）
新規創業資金を借入した場合、年1.5％を利子補給。（年間最大１
０万円、期間は3ケ年を限度）

https://sera-
ijyu.com/work/

世羅町 商工観光課　
  TEL：0847-22-3216

子育て 医療費助成
乳幼児・児童
医療費助成事業

◆0歳～18歳（3月末）までのこどもが通院・入院した際の窓口負担
は、医療機関ごとに1日500円。（通院は月4回まで、入院は月14日
まで。それ以降は自己負担なし。）

https://sera-
ijyu.com/children
/

世羅町 健康保険課　
  TEL：0847-25-0134

子育て 保育料減免 保育料
◆保育所・認定こども園等の保育料【３号認定（０～２歳児）】を無
償化。

https://sera-
ijyu.com/children
/

世羅町 子育て支援課　
  TEL：0847-25-0295

子育て その他
在宅子育て　　　　　　
サポート事業

◆未就学児のうち、保育所や認定こども園等に在籍していない児
童を家庭で養育されてる保護者（養育者）を対象に、「記念写真」
「一時預かり」「マッサージ」などの利用に対し、児童一人当たり
20,000円を助成。

https://www.tow
n.sera.hiroshima.j
p/soshiki/11/396
9.html

世羅町 子育て支援課　
  TEL：0847-25-0295

子育て その他 出産祝金支給事業
◆子どもの誕生を祝福するとともに子育てを行う保護者を支援す
るため、出産祝金（50,000円）を支給。(要件あり）

https://www.tow
n.sera.hiroshima.j
p/soshiki/11/325
3.html

世羅町 子育て支援課　
  TEL：0847-25-0295

定住相談 情報発信
◆町ホームページでの情報発信、県、ふるさと回帰支援センター、
ＪＯＩＮ，田舎ぐらしの本等関係機関との連携による情報発信。東
京等での移住相談を実施。

世羅町 企画課　
  TEL：0847-22-3206
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